
【会　　場】 十文字地区交流センター　（十文字地域局庁舎内）

【受付時間】 午前８時３０分～１１時　／　午後１時～3時

【開始時間】 午前８時４５分　

●横手市内の各会場の申告相談日程表は、市ホームページに掲載しております。 

・ 市県民税申告書はご自身で作成し、郵送してください。

・ 事業所得を申告される方は､収支内訳書を作成してきてください｡

・「医療費控除の明細書」を事前に作成していない方は、医療費控除の申告はできません。

令和8年度（令和7年分）市県民税申告相談　日程表【十文字】

お問い合せ先　横手市役所 十文字市民サービス課 市民生活係 税務担当 TEL 42-5114

●ご自身で申告書を作成するのが困難な場合は、下記日程で申告相談を行います。できるだけご自分

の地域の割当日においでください。

●会場は大変混雑し、長時間お待たせすることが予想されます。また、午前中に受付しても、午後か

らの申告相談になることもありますので、あらかじめご了承ください。

次の申告は、市の会場では受付できません。横手税務署へ直接申告してください。

①初年度の住宅借入金等特別控除の申告（令和7年中に入居した方）

②住宅借入金等特別控除の確定申告をされる方で、ローンが連帯債務の方、ローンの借り換えをした方

③土地・建物・株式の売却・収用等の分離譲渡所得の確定申告

④亡くなられた方の確定申告（準確定申告）⑤青色申告者の確定申告

⑥損失申告 ⑦免税牛に関する申告 ⑧消費税申告

16 月 東町　本町　曙町 西上町　

17 火 上佐吉開　上掵団地 麻当開　上仁井田　宝竜町

18 水 新佐吉開　佐吉開　山道団地　 栄町

19 木 西原一番町　西原二番町　腕越　旭団地 通町　腕越団地　中央町　南中央町

20 金 古内上　古内下 梨木

21～23 土～月

24 火 新古内上・下・東 五郎兵エ野　仁井田　新関　石川原

25 水 八兵エ丁　田屋　十五野団地 学校通上　学校通下　住吉

26～28 木～土

3月1日 日

2 月 勘六　能平喜　新処上・下　海蔵院　 富沢

3 火 中の村上・中・下 上野村　荒田目　四ツ屋　柳原

4 水 植田上　植田下 植田中　植田裏

5 木 上羽場　下羽場 志摩　沢田

6 金 越前上　木下　源太　 沼尻　越前下

7～8 土～日

9 月 二ツ橋　下二ツ橋　佐戸 川前　荊島

10 火 左馬　館前　真角 宿　中島

11～12 水～木

13 金 福島　別明 下堀　下今泉　根木場

14～15 土～日

16 月 中村上 中村下　下村

日 曜日 午　前
受付時間：午前８時３０分～１１時
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受付時間：午後１時～3時
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